
公 示 

 

次のとおり、契約の相手方を公募します。 

令和２年２月１７日 

 

支出負担行為担当官 

国立療養所大島青松園事務長 楠  巧 

 

１ 公募内容 

（１） 事業名 

入所者日常生活支援業務 

 

（２） 事業の内容 

国立療養所大島青松園の入所者に対する日常生活の支援を通し、入所者が自立した

生活が送れるよう、次に揚げる業務を行う。 

（ア）日常的金銭管理 

（イ）書類等預かり 

（ウ）遺言公正証書の作成に伴う手続き 

（エ）成年後見制度の利用に伴う手続き 

 

（３） 事業の実施方法 

「国立療養所大島青松園入所者日常生活支援業務委託仕様書」による。 

 

２ 公募に必要な資格に関する事項 

（１） 予算決算及び会計令第７０条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、

被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、

同条中、特別の理由がある場合に該当する。 

（２） 予算決算及び会計令第７１条の規定に該当しない者であること。 

（３） 次の事項に該当する者は、参加できない。 

（ア）資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載した者。 

（イ）経営の状況又は信用度が極度に悪化している者。 

（４） 意志表示提出期限の直近１年間において、厚生労働省が所管する法令に違反したこ

とにより送検され、行政処分を受け、又は行政指導（行政機関から公表されたもの

に限る。）を受けた者にあっては、本件業務の公正な実施又は本件業務に対する国民

の信頼の確保に支障を及ぼすおそれがないこと。 

（５） 参加を希望する者は、意思表示の提出時に支出負担行為担当官が別に指定する暴力



団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。 

（６） 過去１０年以内に、下記業務のいずれにも１年以上従事した実績のある社会福祉士

の免許がある者を配置できること。 

     ①日常的金銭管理 

     ②書類等の預かり 

     ③遺言公正証書の作成に伴う手続き 

     ④成年後見制度の利用に伴う手続き 

（７） 香川県内に本店又は支店を有する者であること。 

（８） 次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の直

近２年間（⑤及び⑥については２保険年度）の保険料について滞納がないこと。 

     ①厚生年金保険 ②健康保険（全国健康保険協会が管掌するもの） ③船員保険 

     ④国民年金 ⑤労働者災害補償保険 ⑥雇用保険 

       注 各保険料のうち⑤及び⑥については、当該年度における年度更新手続を完了す

べき日が未到来の場合にあっては前年度及び前々年度、年度更新手続を完了すべ

き日以降の場合にあっては当該年度及び前年度の保険料について滞納がない（分

納が認められているものについては納付期限が到来しているものに限る。）こと。 

（９）「情報セキュリティマネジメントシステム（国際標準規格 ISO/IEC27001 又は日本

工業規格 JISQ27001）の認証」又は「プライバシーマーク（JISQ15001）」のう

ち、いずれかを取得していること。 

（10） 過去３か年分の財務諸表を提出し、経営状態が健全であることを証明すること。 

また、当該財務諸表には、公認会計士若しくは監査法人による監査報告書の写し 

又は、民間で使用されている「中小企業の会計に関する指針の適用に関するチェ 

ックリスト」（日本税理士会連合会作成）若しくは「中小企業の会計に関する基 

本要領の適用に関するチェックリスト」（日本税理士会連合会作成）を用いて税

理士が確認した結果の写しを添付すること。 

 

３ 事業実施にあたっての条件 

  「国立療養所大島青松園入所者日常生活支援業務委託仕様書」に記載された事項を遵守

し、事業を実施できる者であること。 

 

４ 公募内容等の条件を満たす旨の意思表示 

  この公募内容等の条件を満たしている者で、契約を希望する者は、以下により意思表示

を行うこと。 

（１） 意思表示期限 令和２年３月４日（水）１５時００分 

（２） 意思表示先  国立療養所大島青松園庶務課会計班 担当：会計係長 後藤 弘 

（３） 意思表示方法 郵送又は持ち込み 



（４） 意思表示様式 別紙（１）のとおり 

（５） その他    意思表示にあわせ、暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出する                          

           こと。 

 

５ その他 

（１） 公募の結果、参加者が複数の場合、一般競争入札を行うものとする。 

（２） 公募に必要な資格を満たさない旨の意思表示は無効とする。 

（３） 暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約

書に反することとなったときは、意思表示を無効とする。 

 

【本件担当、連絡先】 

 住所：香川県高松市庵治町６０３４－１ 

担当：国立療養所大島青松園庶務課会計班 担当：会計係長 後藤 弘 

電話：087－871－3131（内線 6146） 


